
 

事前協議 及び届出の手続きフロー                      

 手続きの流れは次の通りです。これを参考に届出の手続きをお願いします。宇治市では、良好な景観形

成に関する事項について事前協議を行なうこととしています。これは、景観法第１６条に基づく届出の

徹底と、本市における景観形成基準の遵守について、できる限り早い段階で協議を行なうことにより、事

業者の皆様の手戻りがないようにするためです。 

なお、景観法の届出の有無を確認したい、また、景観形成に配慮した計画を進めたいとお考えの方は、

歴史まちづくり推進課へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）工事着手日の３０日前までに届出をすることとなっています。（景観法第18条1項） 建築確認申請、

その他の許認可等の手続きが必要な場合には、必ず、同許可等の手続きの前のできるだけ早い段階で、

事前相談・事前協議を行ってください。（届出後、変更が生じるときにも同様に、あらかじめ変更行為

の着手の３０日前までに届出が必要です。） なお、届出内容が基準に適合していると認められるとき

に、３０日間の工事着手制限が解除される場合があります。 

注）届出をしないなどの手続き違反は、景観法に基づく罰則が科せられる場合があります。                            

景観計画に基づく届出の必要性を確認 

事前協議（届出対象や基準など） 

届出受付（建築物・工作物・開発行為など）：正・副２部提出 

審査（色彩・デザイン等の審査） 

 

受 理 書 

：副本返却 

建築確認申請等 

行為着手 

助言・指導 

勧告 

変 

更 

命 

令 

罰 則 

まちづくり審議会 

景観アドバイザー 

 

計 

画 

変 

更 

適 

合 
景観アドバイザーの意見を 

聞き、助言指導を行います。 

従わない場合は氏名・ 
企業名を公表します。 

（歴史まちづくり推進課が窓口になります。） 

（歴史まちづくり推進課の窓口 
もしくはホームページでご確認下さい。） 

建築・景観・色彩・デザイン 

等の各分野の専門家 

必要に応じて相談 景観アドバイザー 

不

適

合 

完 了 報 告 

公表 
他法令による許認可等が必要な場合 


